
　　子育て世代包括支援センター事業（利用者支援事業）について　　～切れ目のない支援の仕組み～

　　妊　　　　　娠　　　　　期 　　　出　　　産 　　　　　　　　　乳　　　幼　　　児　　　　期 児　　　　　　　童

子育て支援課

総合支所
保健福祉課

健康推進課

総合支所
保健福祉課

子ども保育課

総合支所
保健福祉課

子育て世代包括支援センター事業 子ども･子育て支援法に基づく事業 児童福祉法に基づく事業 母子保健法に基づく事業 少子化対策事業
（利用者支援事業）

その他

ファミリーサポート事業

地域子育て支援拠点事業

助産師による産前産後「心とからだのトータルケア」事業

健康相談・子育て相談・栄養相談・歯科相談・妊産婦相談

母子手帳交付時の面接

妊婦健康診査

母子保健型
・妊娠期から子育て期まで母子保健等に関する相談

・手厚い支援を要するものに対しての支援プランを策定

・支援プランに基づき継続的に支える

・妊産婦等が必要な母子保健サービス等の情報提供

・必要な応じ、関係機関との連携

養育支援訪問事業

病児保育事業

乳児家庭全戸訪問事

放課後児童クラブ保育所・認定子ども園・地域型保育

一時預かり

子どもセンター（らいつ）

基本型（新規） ①子育て支援課に「子育て世代包括支援センター事業」の総合窓口を設置 ②民間子育て支援団体に業務委託

・子育て家庭の相談支援とつなぎ役 （相談手段：窓口相談、電話相談、新たにインターネット相談を設置）

・地域にある施設・事業の総合的な情報集約

・関係機関との連絡、連携、調整、協働の体制づくり

・地域の子育て支援の育成・社会資源の開発

・広報、啓発活動（ 市のホームページ、子育てタウンの充実）

特定不妊治療

子育てパパ育成事業

親になるための

教育事業

特定型
・保育に関する相談支援

・待機児童の解消

妊娠届時
の面接

•ハイリスク者の支援

•特定妊婦会議

出産後から
母子支援

•様々な母子保健事業を通し、手厚い
支援の必要な人へ継続支援


